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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子収容室と前記端子収容室に開口するリテーナ挿入孔が設けられたコネクタハウジン
グと、
　前記端子収容室に挿入によって収容され、相手端子接続部と電線接続部の間に繋ぎ部を
有する端子と、
　前記リテーナ挿入孔に挿入され、端子係止突部が前記端子収容室外に配置されて前記端
子収容室内への前記端子の挿入を許容する端子挿入許容位置と前記端子係止突部が前記端
子収容室内に突出して前記端子の前記相手端子接続部の後壁部に係止し、前記端子の挿入
逆方向への移動を阻止する端子嵌合位置との間で変移するリテーナとを有するコネクタで
あって、
　前記リテーナの前記端子係止突部は、前記リテーナの位置が端子嵌合位置では、前記端
子の前記相手端子接続部の後壁部に当接するベース突部と、
　前記ベース突部の進入側の面より突出して設けられ、前記端子の前記繋ぎ部の内側スペ
ースに進入する先端突部とを有し、
　前記リテーナが端子挿入許容位置から端子嵌合位置に移動する際に、前記リテーナの前
記先端突部の移動領域に、前記端子の前記相手端子接続部が位置する前記端子の半嵌合位
置では、前記リテーナは、前記先端突部が前記相手端子接続部に干渉して前記リテーナの
位置を端子挿入許容位置から端子嵌合位置方向に移動できないことを特徴とするコネクタ
。
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【請求項２】
　請求項１に記載のコネクタであって、
　前記先端突部は、前記リテーナの位置が端子嵌合位置では、前記相手端子接続部の前記
後壁部に当接しない位置であることを特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタハウジングに挿入されて二重に係止される端子を備えたコネクタに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、端子を二重係止するコネクタが種々提案されている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　この種のコネクタの一従来例として、図７及び図８に示されるものがある。この従来例
のコネクタ１００は、図７に示すように、複数の端子１１０をそれぞれ収容する端子収容
室１２１と端子収容室１２１に開口するリテーナ挿入孔１２２が設けられたコネクタハウ
ジング１２０と、リテーナ挿入孔１２２内に端子収容室１２１と直交する方向へ挿入され
るリテーナ１３０とを備えている。各端子１１０は、相手端子（図示せず）に接続される
相手端子接続部１１１と、電線（図示せず） に接続される電線接続部１１２と、これら
を繋ぐ繋ぎ部１１３とを有する。各端子収容室１２１には下壁から一体に可撓係止ランス
１２３が突設され、この可撓係止ランス１２３が端子１１０の係止爪１１１ａに係合する
ことにより挿入逆方向の移動（後抜け）を阻止している。又、リテーナ１３０が相手端子
接続部１１１の後端部１１１ｂに係止することによっても挿入逆方向の移動（後抜け）を
阻止している。
【０００４】
　上記コネクタ１００の端子組み付け手順を説明する。リテーナ１３０を端子挿入許容位
置にセットする（図８（ａ）、（ｂ）の位置）。端子挿入許容位置では、リテーナ１３０
の端子係止突部１３１が端子収容室１２１外に配置される。次に、端子１１０を端子収容
室１２１に挿入する。端子１１０を端子嵌合位置まで挿入すると、図７に示すように、可
撓係止ランス１２３が端子１１０の相手端子接続部１１１の後壁面１１１ｂに係止する。
次に、リテーナ１３０を端子挿入許容位置から端子嵌合位置に移動する。リテーナ１３０
の端子嵌合位置では、リテーナ１３０の底面は、コネクタハウジング１２０の底面とほぼ
同じとなる。端子１１０は、可撓係止ランス１２３とリテーナ１３０によって二重係止さ
れる。
【０００５】
　また、コネクタハウジング１２０に挿入した端子１１０が半嵌合位置までしか挿入され
なかった場合（図８（ａ）、（ｂ）の位置）には、リテーナ１３０が端子挿入許容位置か
ら端子嵌合位置に移動できないため、端子挿入許容位置を維持する。つまり、リテーナ１
３０の底面がコネクタハウジング１２０から外部に突出した状態となる。
【０００６】
　コネクタ１００の組立後、リテーナ１３０の突出状態の有無を検知することによって、
端子１１０が半嵌合状態にあるか否かを確認する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３８０４４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかしながら、上記従来例では、リテーナ１３０の突出量Ｌ２は、相手端子接続部１１
１の後壁面１１１ｂのほぼ厚み分となり、リテーナ１３０の突出量Ｌ２が比較的小さい。
つまり、リテーナ１３の突出量を相手端子接続部１１１の後壁面１１１ｂより大きくする
と、リテーナ１３０の端子嵌合位置でリテーナ１３０の底面がコネクタハウジング１２０
の底面より突出してしまうからである。従って、端子１１０が半嵌合状態にあるか否かを
確実に確認することが難しいという問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、コネクタハウジン
グに挿入した端子が半嵌合状態にあるか否かを確実に確認することができるコネクタを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、端子収容室と前記端子収容室に開口するリテーナ挿入孔が設けられたコネク
タハウジングと、前記端子収容室に挿入によって収容され、相手端子接続部と電線接続部
の間に繋ぎ部を有する端子と、前記リテーナ挿入孔に挿入され、端子係止突部が前記端子
収容室外に配置されて前記端子収容室内への前記端子の挿入を許容する端子挿入許容位置
と前記端子係止突部が前記端子収容室内に突出して前記端子の前記相手端子接続部の後壁
部に係止し、前記端子の挿入逆方向への移動を阻止する端子嵌合位置との間で変移するリ
テーナとを有するコネクタであって、前記リテーナの前記端子係止突部は、前記リテーナ
の位置が端子嵌合位置では、前記端子の前記相手端子接続部の後壁部に当接するベース突
部と、前記ベース突部の進入側の面より突出して設けられ、前記端子の前記繋ぎ部の内側
スペースに進入する先端突部とを有し、前記リテーナが端子挿入許容位置から端子嵌合位
置に移動する際に、前記リテーナの前記先端突部の移動領域に、前記端子の前記相手端子
接続部が位置する前記端子の半嵌合位置では、前記リテーナは、前記先端突部が前記相手
端子接続部に干渉して前記リテーナの位置を端子挿入許容位置から端子嵌合位置方向に移
動できないことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、端子の嵌合状態では、リテーナのベース突部が相手端子接続部の後壁
部に係止し、リテーナの先端突部が繋ぎ部の内部スペースに入り込むため、リテーナの底
面はコネクタハウジングの底面と面一になり、端子の半嵌合状態では、リテーナ端子係止
突部の先端突部が端子収容室外となる位置にセットされるため、従来例に較べてリテーナ
の前記先端突部の高さ分だけコネクタハウジングからの突出量が増え、リテーナ位置によ
る端子半嵌合検査を正確に行うことができる。これにより、コネクタハウジングに挿入し
た端子が半嵌合状態にあるか否かを確実に確認できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態を示し、コネクタの分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態を示し、リテーナの斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態を示し、端子が半嵌合状態にある場合のコネクタの断面図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態を示し、（a）は図３の要部拡大図、（ｂ）は図３の縦断面
図である。
【図５】本発明の一実施形態を示し、端子が嵌合状態にある場合のコネクタの断面図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態を示し、（a）は図５の要部拡大図、（ｂ）は図５の縦断面
図である。
【図７】一従来例を示し、端子が嵌合状態にある場合のコネクタの断面図である。
【図８】一従来例を示し、（a）は端子が半嵌合状態にある場合のコネクタの断面図、（
ｂ）は（ａ）の要部拡大図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　図１～図６は本発明の一実施形態を示す。本実施形態のコネクタ１は、複数の端子収容
室２１とこれらの端子収容室２１に開口するリテーナ挿入孔２２を有するコネクタハウジ
ング２と、各端子収容室２１に挿入によって収容される複数の端子３と、コネクタハウジ
ング２のリテーナ挿入孔２２内に端子収容室２１と直交する方向へ挿入されるリテーナ４
とを備えている。
【００１５】
　コネクタハウジング２は、合成樹脂材から大略箱状に形成されている。コネクタハウジ
ング２の底板２３には、複数の端子収容室２１を横切り、且つコネクタハウジング２の幅
方向に貫通するリテーナ挿入孔２２が形成されている。また、リテーナ挿入孔２２の左右
両端には、それぞれコネクタハウジング２の側板２５に沿って後端側に延びる端部２２ａ
が設けられている。リテーナ挿入孔２２より前端側には、端子収容室２１に進入する可撓
係止ランス２４がコネクタハウジング２の底板２３と一体に突設されている。可撓係止ラ
ンス２４は、後述する端子３の相手端子接続部３１の係止片３１ａに係止されることによ
り、端子３の挿入逆方向への移動、すなわち端子３の後抜けを阻止する。
【００１６】
　各端子３は、相手端子であるジョイント端子５に接続される相手端子接続部３１と、電
線６に接続される電線接続部３２と、これらの相手端子接続部３１と電線接続部３２を繋
ぐ繋ぎ部３３とから構成される。この繋ぎ部３３は、底面壁３４とこの底面壁３４の両端
より上方に向かって延設された一対の側面壁３５とから形成されている。この一対の側面
壁３５の内側スペースに、後述する端子係止突部４７の先端突部４６が進入する。先端突
部４６の幅Ｗ１は、一対の側面壁３５の内面間の幅Ｗ２より狭く設定されている。
【００１７】
　リテーナ４は、合成樹脂材から形成されている。リテーナ４は、リテーナ挿入孔２２と
同様の断面形状で、且つ、長尺状に形成される基部４１と、この基部４１の長手方向の両
端部にそれぞれ設けられ、コネクタハウジング２の側板２５の内側に配設される一対の側
壁部４２と、基部４１よりリテーナ４の挿入方向（図２の上方）にそれぞれ突出し、一対
の側壁部４２間に所定間隔をおいて設けられる仕切り壁部４３とを備えている。
【００１８】
　各仕切り壁部４３は、端子３の挿入方向に延びると共に、隣り合う仕切り壁部４３間に
は、リテーナ４をコネクタハウジング２のリテーナ挿入孔２２に挿入した状態で、各端子
収容室２１に連接する端子収容スペース４４が形成されている。
【００１９】
　端子収容スペース４４には、基部４１よりリテーナ４の挿入方向に突出し、ベース突部
４５と先端突部４６からなる端子係止突部４７が設けられている。ベース突部４５は、端
子嵌合位置で端子３の相手端子接続部３１の後壁部３１ｂに当接する。先端突部４６は、
ベース突部４５の進入側の面に設けられ、端子嵌合位置では端子３の繋ぎ部３３の内側ス
ペースに進入する。リテーナ４は、コネクタハウジング２のリテーナ挿入孔２２内に端子
収容室２１と直交する方向へ挿入され、リテーナ４の端子係止突部４７が端子収容室２１
に収容された端子３の相手端子接続部３１の後壁部３１ｂに当接することにより、端子３
の挿入逆方向への移動、すなわち端子３の後抜けを阻止する。
【００２０】
　上記コネクタ１の端子組み付け手順を説明する。リテーナ４を端子挿入許容位置にセッ
トする（図３、図４（ａ）、（ｂ）の位置）。端子挿入許容位置では、リテーナ４の端子
係止突部４７が端子収容室２１外に配置される。次に、端子３を端子収容室２１に挿入す
る。端子３を端子嵌合位置まで挿入すると、図５、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、可
撓係止ランス２４が端子３の相手端子接続部３１に係止する。次に、リテーナ４を端子挿
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底面は、コネクタハウジング２の底面とほぼ同じとなり、コネクタハウジング２の底面よ
り突出しない。端子１１０は、可撓係止ランス１２３とリテーナ１３０によって二重係止
される。
【００２１】
　上記組み付け過程にあって、図３、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、コネクタハウジ
ング２に挿入した端子３が半嵌合位置までしか挿入されなかった場合には、リテーナ４は
端子挿入許容位置から端子嵌合位置に移動できないため、リテーナ４の底面がコネクタハ
ウジング２から外部に突出する。
【００２２】
　コネクタ１の組立後、リテーナ４の突出状態の有無を検知することによって、端子３が
半嵌合状態にあるか否かを確認する。
【００２３】
　ここで、リテーナ４の端子係止突部４７は、端子嵌合位置では、端子３の相手端子接続
部３１の後壁部３１ｂに当接するベース突部４５と、ベース突部４５の進入側の面に設け
られ、端子３の繋ぎ部３３の内側スペースに進入する先端突部４６とを備えている。従っ
て、端子３の半嵌合状態の確認作業にあって、リテーナ４の突出は、従来例に較べてリテ
ーナ４の先端突部４６の高さ分だけ増加した突出量Ｌ１となる。従って、リテーナ４の位
置による端子３の半嵌合検査を正確に行うことができる。
【００２４】
　例えば、リテーナ４の端部がアール形状である場合でも、上記したようにコネクタハウ
ジング２からの突出量が増えるため、端子３の半嵌合検査を正確に行うことができる。こ
れにより、コネクタハウジング２に挿入した端子３が半嵌合状態にあるか否かを確実に確
認できる。
【符号の説明】
【００２５】
　１　コネクタ
　２　コネクタハウジング
　３　端子
　４　リテーナ
　２１　端子収容室
　２２　リテーナ挿入孔
　３１　相手端子接続部
　３１ｂ　後壁部
　３２　電線接続部
　３３　繋ぎ部
　４５　ベース突部
　４６　先端突部
　４７　端子係止突部
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